
米子市観光コンテンツ造成等補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、米子市補助金等交付規則（平成１７年米子市規則第４６号。以下「規則」という。）

第５条第２項の規定に基づき、米子市観光コンテンツ造成等補助金（以下「本補助金」という。）の交付

について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

（交付目的）

第２条 本補助金は、新たな観光コンテンツを造成し、又は既存の観光コンテンツについてその魅力を向

上させる事業を行う市内の事業者を支援することにより、本市の観光地としての魅力を高めて観光客の

増加を図り、もって本市の観光振興及び経済の活性化に資することを目的として交付する。

（補助対象事業者）

第３条 本補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象事業者」という。）は、市内に店舗、事業所等を

有する事業者であって、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

⑴ 観光客に十分に対応することができる規模の事業を営んでいること。

⑵ 観光コンテンツの提供について、次に掲げる要件に該当すること。

ア 観光コンテンツを継続して提供する事業計画（単年度限りの取組を除く。）を有すること。

イ 観光コンテンツの多言語化に対応すること（外国人観光客向けの観光コンテンツを造成する場合

に限る。）。

⑶ 市が実施するヒアリング（造成した観光コンテンツに対する反響、課題等に関するもの）に協力す

ること。

（補助対象事業）

第４条 本補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、観光誘客を目的として行

う次の各号のいずれかに該当する事業とする。

⑴ 体験型又は見学型の観光コンテンツ（土産物を除く。）を新規に造成する事業

⑵ 既存の体験型又は見学型の観光コンテンツ（土産物を除く。）について、その魅力を向上させるため

の事業

２ 補助対象事業者は、補助対象事業の実施に当たっては、米子市中小企業振興条例（令和２年米子市条

例第１２号）の趣旨を踏まえ、市内の中小企業者等（中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第

２条第１項に規定する中小企業者に該当するもの及び同条第５項に規定する小規模企業者をいう。以下

この項において同じ。）への発注に努めなければならない。ただし、やむを得ない理由により市内の中小

企業者等への発注が困難であると市長が認めた場合については、この限りでない。

（補助対象経費）

第５条 本補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象事業の実施に要

する経費のうち、次に掲げるものとする。

⑴ 消耗品費

⑵ 印刷製本費

⑶ 修繕料

⑷ 広告料

⑸ 手数料

⑹ 筆耕翻訳料

⑺ 委託料

⑻ 工事請負費

⑼ 備品購入費

（補助金の額）

第６条 本補助金の額は、補助対象経費の額（仕入控除税額（当該補助対象経費に含まれる消費税及び地

方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税

額として控除することができる部分の金額と、当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規

定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額をいう。）を除く。）の合計額に３分の２を乗じて得た

額（その額に１,０００円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てて得た額とし、２０万円を上限

とする。）を限度として、予算の範囲内で市長が定めるものとする。
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（補助金の交付等）

第７条 本補助金の交付の決定を受けることができる回数は、一の補助対象事業者につき、１回に限るも

のとする。

２ 補助対象事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を本補助金の交付の目的に

反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

３ 市長は、補助対象事業者が正当な理由なくこの要綱に定める事項を遵守せず、又は法令等に違反する

行為をしたと認めるときは、本補助金の交付の決定を取り消すものとし、既に本補助金が支払われてい

るときは、当該補助対象事業者は、これを返還しなければならない。

４ 本補助金の交付を受けて実施をしようとする事業について、国、県又は本市以外の市区町村その他の

団体から助成金その他の金銭の交付を受けている場合には、当該事業は、本補助金の交付の対象としな

い。

（交付申請）

第８条 本補助金の交付の申請をしようとする者は、令和７年９月３０日までに、補助金交付申請書（別

記様式第１号）に次に掲げる書類を添付して、これらを市長に提出しなければならない。

⑴ 市税等納付確認同意書（別記様式第２号）

⑵ 米子市観光コンテンツ造成等補助金実施計画書・事業収支予算書（別記様式第３号）

⑶ 前２号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

（交付決定）

第９条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を確認の上、本補助金を交付するか否

かを決定するものとする。

２ 市長は、前項の規定による確認の結果、同項の申請の内容が適当であると認めるときは、本補助金の

交付の決定をするものとし、当該申請をした者に対し、規則第９条第１項に規定する補助金等交付決定

通知書によりその旨を通知するものとする。

（実績報告等）

第１０条 前条の規定による本補助金の交付の決定を受けた補助対象事業者は、補助対象事業が完了した

とき、又は規則第１１条第１項の規定により補助対象事業の中止若しくは廃止の承認を受けたときは、

当該補助対象事業が完了した日若しくは補助対象事業の中止又は廃止の承認を受けた日から起算して１

５日を経過する日又は本補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の３月３１日のいずれか早い日ま

でに、規則第１８条第１項に規定する補助事業等実績報告書に米子市観光コンテンツ造成等補助金実績

報告書・事業収支決算書（別記様式第３号）その他市長が必要と認める書類を添付して、これらを市長

に提出しなければならない。

（補助金の支払）

第１１条 補助対象事業者への本補助金の支払は、規則第１９条第１項の規定により確定した額をもって

行うものとする。

附 則

この要綱は、令和７年５月１２日から施行する。


